
五
胡
齪
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
六
情

内

田

ム
コ

風

し　　　　、

三
量

四
、

五
、

屠
各
種
に
就
て

前
後
爾
趙
に
於
け
る
旬
奴

句
繕
論
罪
の
民
族
的
自
讃
i
前
趙
支
観
階
級
と
伺
奴
－
一
i
葡
趙
の
激
騰
民
藪
i
飼
奴
禿
樹
種
石
帯
～
翔
種
の
人
日
－
朗
民
の

服
從
－
後
趙
内
の
贋
各
、
索
頭

北
涼
及
び
夏
に
於
け
る
旬
奴

沮
渠
氏
の
由
來
i
涼
州
飼
奴
の
鋤
力
i
1
灘
渠
族
民
数
一
赫
摂
氏
の
殉
奴
正
統
…
濡
濡
以
外
に
於
け
る
張
番

五
胡
傲
時
の
旬
奴
文
化

如
奴
宜
剃
の
普
及
i
大
軍
予
國
－
西
域
文
明
の
影
響
－
國
人

後
魏
酵
代
の
旬
奴

飼
奴
諸
族
の
降
附
i
赫
連
汲
渠
の
後
…
一
族
民
の
編
戸
化
i
北
鎭
飼
奴
の
叛

（　113　）

　
本
論
交
は
、
五
胡
十
六
國
臨
代
謝
に
北
魏
時
代
に
見
ら
る
・
旬
奴
小
國
家
の
表
面
的
な
興
亡
で
は
無
く
、
彼
等
の
間
に
保
持
せ
ら
れ

　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
勾
奴
的
な
る
も
の
、
例
へ
ば
種
族
、
傳
続
的
諸
制
度
乃
至
民
族
意
識
の
顯
現
等
に
就
て
、
之
を
考
察
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
滋
胡
胤
臨
及
び
北
川
雛
に
於
け
る
輸
「
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俄
踊
二
野
T
巷
　
　
第
宏
一
號
．
　
五
山
ハ
悲



　
　
　
　
五
加
胡
胤
及
び
牝
魏
に
ド
於
ゆ
り
ろ
旬
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
山
一
谷
　
　
鱈
聖
二
號
　
　
　
五
山
ハ
八

　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
屡
各
種
に
就
て

　
屠
濡
燕
は
又
編
章
各
と
も
辮
せ
ら
る
、
、
飼
奴
諸
部
族
中
の
最
貴
最
豪
の
部
族
で
あ
っ
て
、
古
來
歯
科
蹴
下
旬
奴
軍

士
の
総
て
は
此
の
部
族
よ
り
出
で
、
降
っ
て
魏
晋
時
代
の
南
嬢
子
族
並
び
に
前
門
五
爵
の
一
族
の
如
き
も
亦
、
総
て
こ

の
部
族
に
属
せ
る
こ
と
等
に
就
て
は
、
嘗
て
拙
影
『
雛
轡
到
噺
難
事
五
部
に
就
て
』
（
史
林
十
九
巻
二
號
）
の
蓄
義
歯
の
帳
締
と
旬

奴
内
の
合
成
種
族
」
な
る
一
章
に
於
て
可
成
り
詳
細
に
論
究
し
た
慮
で
あ
る
か
ら
、
今
輩
に
述
べ
な
い
が
、
其
屠
各
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

は
後
漢
末
期
に
於
て
は
既
に
、
壱
州
（
由
西
、
河
北
省
）
五
部
屠
各
の
み
で
？
、
芸
州
（
儲
欝
）
に
も
蟻
撫
し
、
張
藩
漢
紀
（
盗
聴
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鄭
渾
封
董
累
日
（
上
略
）
天
下
面
懸
勇
今
見
在
俗
過
丼
涼
濫
掘
屠
各
、
争
奪
義
從
八
種
西
莞
、
皆
百
姓
素
所
畏
服
、
而
明

公
螢
爲
奨
装
篠
（
各
翼
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悶

と
あ
り
、
其
猛
勇
を
物
語
っ
て
居
る
。
魏
の
武
棄
撒
）
の
時
に
は
讐
も
雍
州
高
王
騨
富
加
）
に
於
て
屠
各
の
叛
鳳
勃

畿
、
將
三
夏
候
淵
に
依
っ
て
鎭
定
せ
ら
れ
た
事
實
（
三
國
志
夏
型
淵
傳
）
、
導
い
て
齊
王
（
潴
）
の
初
に
は
涼
州
職
歴
胡
二
千
蝕
家
の

高
李
移
住
等
の
事
が
冤
ら
れ
る
（
三
國
志
馴
誰
鶴
）
。

　
晋
末
の
騒
織
に
乗
じ
て
此
等
屠
各
族
は
北
支
那
着
地
に
侵
入
し
、
或
は
分
散
し
或
は
集
合
し
各
々
潔
癖
に
よ
っ
て
統

聴
せ
ら
れ
て
各
地
方
に
蟻
心
し
た
も
の
と
見
え
、
以
後
南
北
朝
時
代
史
上
到
所
に
彼
等
の
名
を
登
見
し
、
各
所
に
於
け

る
彼
等
の
活
躍
の
事
蹟
に
接
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
元
來
南
北
朝
以
後
の
更
乗
は
殆
ど
総
て
の
北
方
民
族
に
調
し
て
旬
奴
又
は
其
後
奮
の
名
を
與
へ
て
居
る
が
爲
に
、
眞



の
鯨
奴
族
と
辮
別
す
る
こ
と
甚
圃
難
な
の
で
み
る
が
、
幸
に
其
三
盛
の
明
確
な
る
熱
奴
種
族
屡
昏
の
名
の
散
見
す
る
爲

大
い
に
便
宜
を
得
る
課
で
あ
る
。
本
論
文
中
各
所
、
殊
に
北
魏
の
部
分
に
出
て
、
特
に
屠
各
の
名
を
屡
タ
底
ひ
、
其
事

蹟
を
中
心
と
し
て
説
述
し
た
の
も
、
全
く
斯
か
る
事
情
に
襲
い
た
の
で
あ
る
。

　
註
　
括
弧
内
に
灰
在
地
方
た
便
宜
上
現
在
の
省
為
以
て
衰
に
す
。
以
下
同
臨
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
前
後
爾
趙
に
於
け
る
旬
奴

　
前
事
（
漢
）
は
言
ふ
迄
も
無
く
屠
各
週
劉
淵
の
建
て
た
國
家
で
あ
り
、
又
最
も
旬
・
奴
色
の
濃
厚
な
國
家
で
あ
っ
た
Q

　
南
輩
子
馬
扶
羅
の
孫
、
晋
の
行
寧
朔
將
軍
監
五
部
軍
事
割
譲
に
慰
し
て
初
め
て
起
兵
猫
立
を
拗
め
、
彼
を
大
軍
干
の

穫
に
推
し
著
醤
淵
の
從
農
北
部
欝
左
漿
劉
宣
で
・
の
っ
た
。
劉
宣
の
羅
螢
簑
奪
・
捻
暴
醐

を
漢
人
（
農
人
）
の
藻
下
よ
巌
ひ
婁
旬
奴
畢
の
古
偉
蓼
婆
す
・
に
在
っ
た
の
で
あ
・
・
奥
書
聾
移
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
の

ば
彼
は
喜
爲
無
道
、
奴
隷
御
我
」
と
言
ひ
「
方
當
興
我
郵
族
、
復
呼
韓
邪
（
縄
）
之
業
」
と
言
ひ
、
二
天
若
不
最
古
軍
器
、

絡
不
虚
生
此
人
（
糊
）
也
」
と
唱
へ
て
居
た
の
で
あ
る
。

宣
は
五
部
夕
蝉
を
招
集
し
、
又
諸
旬
奴
族
民
を
宜
陽
（
璽
）
に
引
督
し
て
、
劉
淵
の
郷
よ
り
麟
る
を
待
ち
、
淵
至
る
や

彼
等
は
大
軍
子
に
推
し
た
。
次
い
で
永
安
元
年
淵
は
漢
王
を
濁
し
、
永
嘉
二
年
更
に
漢
帝
を
算
し
た
。

　
彼
が
漢
を
繕
し
た
の
は
、
漢
室
が
永
く
天
下
を
有
し
民
望
あ
り
し
を
以
て
。
嘗
て
旬
奴
軍
干
が
漢
室
と
兄
弟
を
約
せ

し
を
奇
貨
と
し
假
り
に
之
を
俗
聡
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
劉
淵
は
南
西
立
家
の
存
し
た
離
石
の
左
頚
城
（
拙
）
に
撃
て
漠

　
　
　
　
五
胡
観
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
飼
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
山
ハ
九



　
　
　
　
五
胡
蹴
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
飼
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
谷
　
第
三
號
　
　
五
七
〇

王
の
位
に
導
き
、
漢
高
概
以
下
三
讃
五
宗
の
紳
主
を
立
て
て
之
を
祭
っ
た
け
れ
ど
も
、
劉
曜
の
時
代
に
は
早
く
も
、
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
㊧
㊧
醗
⑲
餅
㊤

を
書
し
漢
室
の
宗
廟
を
立
つ
る
こ
と
の
不
合
理
不
必
要
を
論
じ
、
改
め
て
大
半
を
著
し
冒
鼠
輩
干
を
天
に
、
淵
を
上
帝

に
配
す
る
に
至
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

勿
論
宗
室
劉
氏
は
鍍
屠
各
蓄
身
の
総
総
に
外
な
ら
す
、
劉
淵
帝
位
に
勢
や
、
宗
室
（
劉
氏
）
は
親
疏
を
以
て
等
を

　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　

饗
し
、
悉
く
郡
縣
王
に
封
じ
、
異
姓
は
勲
謀
を
以
て
差
と
爲
し
、
土
製
公
侯
に
封
じ
た
の
で
あ
る
。
漢
族
を
以
て
、
前

趙
の
櫃
要
に
参
撮
し
た
者
も
無
い
で
は
な
い
が
、
要
す
る
に
其
支
配
階
級
の
大
部
分
は
、
岳
、
黒
、
盛
、
宣
、
宏
、
景
、

延
年
、
ヌ
、
洋
、
賢
の
如
き
宗
室
劉
氏
、
那
難
、
談
、
宴
…
，
要
、
翼
、
顯
、
紋
の
如
き
飼
奴
の
名
族
呼
延
氏
、
卜
泰
、

義
甲
景
笙
陳
蓬
喬
趨
篠
の
恕
飼
奴
難
人
（
羅
獄
）
の
占
む
毒
外
な
ら
な
い
の
を
あ
っ
働

元
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
ヤ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
り
　
ぬ
　
　
　
ぼ
　
　
　
ヤ
　
　
ロ
　
ゆ
　
　
ぬ
　
　
お
　
　
ゆ

　
彼
等
は
郡
縣
王
公
侯
に
生
せ
ら
れ
、
叉
漢
制
百
官
に
任
せ
ら
れ
た
が
、
其
傍
左
右
賢
王
難
陸
王
鹿
蓬
王
難
管
轄
等
々

の
如
き
旬
奴
懸
盤
の
官
階
を
も
保
有
し
、
任
叙
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
Q
こ
の
飼
奴
式
官
階
は
其
後
諸
善
奴
族
尊
家
に
於

て
は
言
ふ
迄
も
無
く
、
非
飼
畜
族
の
閥
に
も
盛
に
用
ひ
ら
れ
｝
大
男
干
制
度
の
織
存
と
共
に
重
大
な
意
味
を
有
っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
是
は
下
章
に
改
め
て
詳
説
す
る
。

　
却
説
、
然
ら
ば
前
盛
に
於
て
は
果
し
て
何
程
の
飼
奴
逸
民
が
存
在
し
た
か
、
其
正
確
な
る
数
字
は
之
を
求
め
難
い
。

け
れ
ど
も
既
に
劉
宣
の
始
め
て
兵
を
繋
げ
ん
・
・
毒
議
し
蒋
に
も
、
写
吾
叢
野
猫
不
減
二
黒
し
と
欝
し
（
通
）
、
其
後



彼
の
大
將
軍
斬
準
が
製
愛
惜
し
、
劉
氏
の
男
女
鼻
繋
と
無
善
東
市
に
斬
っ
た
事
件
（
魏
書
目
聰
傳
晋
書
誤
記
）
を
経
て
、
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ゆ
　
　
　
み
　
　
　
お

石
帯
（
鰍
）
に
前
趙
軍
が
撃
滅
せ
ら
れ
た
後
で
も
な
ほ
其
王
公
等
及
五
部
屠
各
五
千
徐
人
も
が
洛
陽
に
坑
せ
ら
れ
た
事
件

か
ら
見
て
も
、
最
初
屠
各
族
の
み
に
て
も
数
萬
を
下
ら
な
か
っ
た
と
考
ふ
賢
き
で
あ
ら
う
。
且
つ
劉
氏
に
依
っ
て
統
拳

せ
ら
れ
葬
州
五
部
鍍
は
生
初
に
建
て
二
墓
〒
徐
落
慰
し
て
居
た
（
懇
飼
）
の
で
あ
る
か
ら
、
假
書
晋
末
の
騒

観
に
依
っ
て
流
散
し
た
と
は
云
へ
、
爾
極
め
て
多
撒
の
欝
欝
黒
影
が
残
存
し
で
、
前
趙
の
國
民
を
形
成
す
る
主
要
の
も

の
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
◎

　
皆
労
の
石
氏
も
亦
叢
叢
族
で
あ
る
。
尤
も
前
壷
の
劉
氏
の
如
き
屠
各
族
で
は
な
く
、
飼
奴
発
話
部
族
に
欲
す
る
朔
種

で
あ
る
。
之
は
晋
書
載
記
、
蓮
鑑
等
の
記
す
る
虚
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
。
重
器
書
に
於
て
も
旬
奴
別
部
で
あ
る
と
明
記

さ
れ
、
王
無
二
石
傳
或
は
晋
諸
翁
傳
（
御
仁
研
引
）
に
も
飼
奴
之
苗
斎
と
記
さ
れ
て
居
て
、
石
質
の
族
類
が
旬
奴
た
る
こ
と
を

疑
ふ
可
き
正
数
な
る
何
等
の
理
由
を
も
登
諾
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
北
魏
書
風
帝
紀
に
も
、
穆
帝
の
時
國
中
に
飼
奴

族
萬
除
家
が
有
っ
た
が
、
そ
の
多
一
は
石
勒
の
族
類
で
あ
っ
た
爲
、
遽
に
勒
と
遍
謀
し
叛
働
を
企
て
為
に
至
っ
た
と
、

記
さ
れ
て
居
る
の
か
ら
見
て
も
石
勒
の
種
族
は
茶
話
の
一
種
で
あ
っ
た
こ
と
明
白
で
あ
ら
う
◎

　
晋
書
載
配
、
列
垂
始
め
北
細
書
等
総
て
彼
等
に
罰
す
る
事
を
朔
憲
薬
師
平
癒
錫
士
朔
胡
飼
朔
等
と
、
特
に
朔
と
帯
し

て
殆
ど
飼
奴
の
名
を
用
ひ
な
か
っ
た
の
は
、
別
に
不
思
議
な
事
で
は
無
く
、
前
結
に
就
て
常
に
屠
各
童
話
各
面
奴
諸
屠
各

　
　
　
　
五
胡
概
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
飼
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
谷
　
第
三
號
　
　
五
七
一

（　l17　）



　
　
　
　
五
二
観
及
び
北
魏
に
於
け
る
小
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
三
號
　
　
五
七
二

な
ど
と
屠
各
の
名
を
用
ひ
た
の
と
全
然
同
一
の
謬
合
で
、
二
時
特
に
正
確
な
る
種
族
上
の
差
別
を
認
識
し
、
正
確
な
る

表
果
雛
族
）
が
用
ひ
ら
れ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
（
鞠
蘇
謄
麟
驚
犠
講
轡
窮
琢
、
鑑
薇
難
業
鱗
鑑
鷲
掬

撫
難
郷
璽
）
。

　
辿
書
、
斯
襟
に
後
奇
石
氏
は
懸
盤
で
は
あ
っ
た
が
、
前
趙
劉
氏
の
為
し
た
豪
族
屠
昏
部
で
な
く
、
、
而
か
も
姻
家
は
卑

溺
な
小
部
落
の
酋
帥
に
過
ぎ
す
、
石
勒
は
少
年
時
代
漁
人
に
随
っ
て
洛
陽
に
行
商
し
、
後
に
は
井
州
刺
史
司
馬
騰
の
將

下
等
に
よ
っ
て
掠
壷
せ
ら
れ
、
虚
血
の
家
の
奴
隷
と
し
て
苦
役
さ
せ
ら
れ
た
程
で
あ
っ
た
か
ら
、
國
を
建
て
、
よ
り
後

に
も
到
底
前
趙
の
如
き
堂
々
た
る
（
飼
奴
族
の
）
宗
室
が
出
屠
る
繹
も
無
く
、
又
同
族
を
以
て
支
配
階
級
の
．
大
廟
を
占
む

る
と
云
ふ
や
う
な
事
も
出
來
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
石
氏
は
劉
氏
の
如
き
支
那
文
化
的
な
激
養
は
無
く
、
壁
虎
（
二
世
）
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
五
胡
十
六
國
中
で
の
最
螢
的

君
主
と
さ
れ
て
み
る
が
、
然
し
臣
下
と
し
て
後
幕
一
代
を
通
じ
て
實
際
に
政
務
に
墾
劃
し
た
の
は
馳
走
章
談
徐
光
李
陽

劉
群
盧
誰
張
躍
傅
暢
嚢
憲
焚
坦
其
他
殆
ど
全
部
が
漢
入
で
あ
っ
て
、
石
関
石
輩
石
蚤
の
如
き
石
姓
の
者
も
賜
姓
宗
室
に

越
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
す
、
其
實
皆
漢
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
強
力
な
る
同
（
部
）
族
の
背
景
を
有
し
な
か
っ
た
が
爲
に

こ
そ
後
趙
は
、
勇
猛
有
能
の
石
忍
石
虎
が
死
後
に
は
、
呆
音
な
く
漢
人
（
再
関
の
峯
み
る
漢
人
等
）
に
國
を
奪
は
れ
て
了

つ
た
の
で
あ
る
。

勿
論
、
後
趙
の
麹
内
に
は
多
数
の
旬
奴
養
が
居
住
し
て
居
穴
・
と
は
、
再
認
後
置
の
都
響
糊
南
）
の
内
外
の
翻

（118）



ゆ錫
二
十
籐
萬
を
虐
殺
し
、
其
後
國
中
の
胡
墾
数
百
萬
の
多
数
が
懸
路
に
交
錯
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
知
し
得
る
。
又

石
氏
と
同
震
の
飼
軽
種
が
宗
室
の
輩
の
軍
と
し
て
存
し
た
・
と
も
、
劉
太
后
（
灘
初
盤
額
鴇
羅
の
〉
の
專
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ぽ

を
悪
ん
で
虎
の
第
九
子
石
遵
が
露
都
に
進
盤
し
た
時
、
郷
を
守
っ
て
居
た
嘗
奮
の
朔
士
は
得
業
子
兄
禁
奔
異
筋
蛾
）
」
と

言
っ
て
遵
を
迎
へ
だ
爲
、
忽
ち
遵
の
捷
に
鶴
し
た
こ
と
、
下
関
内
意
を
飽
す
悉
く
孫
伏
都
劉
鉄
等
が
論
士
三
千
を
胡
天

に
伏
兵
し
把
こ
と
に
よ
っ
て
解
か
る
（
晋
書
明
記
）
。
唯
是
等
多
数
の
同
族
姦
治
の
饗
に
置
き
禦
し
て
、
徒
ら
に
漢
入
を

し
て
重
職
に
居
ら
し
め
た
事
が
、
後
趙
亡
國
の
最
大
原
因
で
あ
っ
た
と
言
ひ
得
る
。

　
石
室
の
虐
政
の
事
は
晋
書
以
下
数
々
記
さ
れ
て
居
る
が
、
並
等
は
漢
入
一
流
の
胡
夷
蔑
親
の
戚
情
よ
b
故
意
に
大
袈

裟
暑
か
れ
た
も
の
と
も
考
へ
ら
れ
、
ぞ
と
函
中
の
胡
人
（
二
割
の
み
な
ら
す
全
量
の
一
路
）
詳
し
て
漢
人
唇
て
居
蔭
ど
と
は
働

思
は
れ
な
い
。
言
入
再
関
が
郷
都
内
に
政
墾
を
決
行
し
石
氏
を
虐
殺
し
た
後
、
官
（
閲
等
漢
人
政
府
）
に
同
心
す
る
者
は
止
ま
り
、

同
心
せ
ざ
る
も
の
は
去
れ
と
、
宣
布
し
た
時
胡
朔
の
去
る
君
門
に
癒
し
、
，
胡
人
は
途
に
己
（
一
撃
）
の
用
を
爲
す
も
の
で
な

い
と
関
も
悟
り
、
講
胡
を
塵
殺
せ
ん
と
企
て
た
事
實
（
青
書
載
詑
、
魏
書
鵜
朗
唱
）
、
其
後
諸
欝
は
州
郡
に
割
擦
し
て
関
に
從
は
す

却
っ
て
石
勲
等
に
從
つ
た
事
實
、
関
が
胡
族
の
入
望
を
得
ん
黒
光
腺
太
夫
章
護
の
諌
を
斥
け
、
己
の
子
胤
を
大
軍
子
と

潔
し
輪
重
一
千
を
配
し
た
が
結
局
二
藍
胡
は
胤
を
執
へ
て
石
砥
に
奔
っ
た
事
實
、
又
前
に
も
述
べ
た
諸
氏
霜
露
轡
藪
百

萬
が
再
関
を
離
れ
て
本
土
に
向
っ
て
奔
還
し
た
事
實
か
ら
見
て
、
少
く
と
も
胡
人
が
石
氏
の
政
治
を
嫌
厭
し
、
漢
族
の

支
配
を
獣
迎
し
て
居
た
な
ど
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
寧
ろ
其
正
反
轡
の
事
が
想
見
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
胡
凱
及
び
北
魏
に
於
け
る
殉
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
七
三



　
　
　
　
　
五
旧
型
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
甲
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
第
三
號
　
　
五
七
四

　
術
、
石
氏
は
前
趙
屠
各
族
を
施
し
て
其
國
を
掩
有
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
屠
墨
黒
出
身
者
を
重
用
す
る
筈
は
無
く
、

其
一
代
を
蓮
じ
て
屠
各
出
身
者
に
し
て
政
務
に
墾
馨
し
た
も
の
は
張
進
唯
一
入
を
認
め
得
る
の
み
で
あ
る
。
漸
進
は
十

画
羅
（
膿
）
操
れ
ば
匠
人
で
刺
舞
部
都
督
と
墾
強
姦
け
薪
碧
世
人
之
を
張
簾
歴
と
呼
ん
だ

と
あ
る
。
尤
も
払
方
屠
各
の
雄
黄
務
奨
静
銘
）
が
入
貢
に
済
し
て
は
、
前
趙
が
劉
虎
（
務
桓
の
父
）
を
楼
煩
公
に
封
せ
し
如
ぐ
、

思
至
將
軍
左
十
王
丁
零
畢
に
舞
し
て
通
好
し
た
（
縮
辮
醤
。
又
製
索
頭
重
鞠
が
衆
三
萬
を
奮
て
蹄
降
し
だ
の

に
謝
し
て
、
石
虎
は
鞠
を
親
遮
奏
上
に
封
じ
、
其
部
衆
を
羊
翼
青
等
の
六
州
に
散
じ
た
事
も
あ
っ
た
。

　
〔
索
頭
種
】
専
属
と
は
一
般
に
拓
喜
平
系
鮮
卑
を
指
す
が
、
細
殿
髭
奴
に
も
其
辮
髪
の
俗
よ
り
索
．
頭
の
名
を
冠
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る

　
こ
と
を
示
し
空
く
態
と
藪
に
郁
鞠
の
蹄
降
を
暴
け
た
の
で
あ
る
。
通
虚
幻
注
に
は
此
の
郁
鞠
を
網
頭
の
名
よ
り
直
ち
に
鮮
卑
と
し
て
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
る
が
そ
れ
は
誤
で
あ
る
。
．
晋
書
北
秋
旬
艶
語
賛
に
旬
仕
懸
族
の
晋
朝
來
蹄
に
就
て
「
納
萎
沙
之
後
背
、
開
青
煮
之
新
降
」
と
見
ゆ
る
育
鞠

　
と
此
の
郁
鞠
は
明
に
同
一
の
も
の
で
，
斬
準
の
鳳
劉
曜
の
世
子
胤
が
逃
入
し
、
後
部
帥
其
功
に
よ
っ
て
左
賢
王
と
な
っ
た
建
碑
部
も
亦

之
で
、
艘
の
一
直
・
・
簸
な
い
（
轟
轟
蕪
瀦
続
編
響
騰
慧
騒
翌
。
南
馨
中
量
ゆ
洗
池
禽
盛
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
中
に
も
旬
奴
赫
漣
勃
勃
の
事
を
索
虜
勃
勃
勾
奴
正
胤
と
記
し
て
み
る
の
で
あ
る
、

　
融
一
以
下
引
絹
書
名
な
割
識
ゼ
ざ
ろ
場
舎
ほ
纏
て
同
書
に
よ
つ
て
記
蓮
し
六
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
註
二
　
軍
費
本
十
六
國
春
秋
、
漢
魏
叢
書
本
十
六
國
春
秋
ば
共
に
上
灘
の
原
著
と
確
認
し
難
い
か
ら
成
る
幽
く
典
の
引
用
奄
響
け
衰
の
で
あ
ろ
。
然
し
同

　
　
　
　
書
も
何
等
か
の
世
尊
あ
っ
て
特
種
ゼ
ら
れ
療
も
の
と
信
じ
ら
れ
う
か
ら
、
妥
當
と
思
に
れ
る
場
合
に
時
に
又
無
為
引
用
し
糞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
涼
夏
に
於
け
る
旬
奴
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北
涼
（
沮
渠
氏
）
及
び
夏
（
赫
連
氏
）
も
欝
欝
繋
累
に
薦
す
る
σ
此
等
の
欝
欝
族
は
後
に
北
斗
の
太
武
帝
の
爲
に
征
服
せ

ら
れ
て
、
其
治
下
に
永
く
存
績
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
北
魏
に
記
す
る
庭
は
累
年
に
於
て
詳
説
し
、
薙
で
は
其
涼
夏
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

國
内
に
於
け
る
飼
奴
に
就
て
述
べ
る
。

沮
得
得
は
張
腋
臨
松
（
卜
6
露
乖
覇
川
省
）
の
飼
奴
で
あ
っ
て
、
其
先
禦
代
々
飼
奴
の
沮
渠
の
官
で
あ
っ
だ
の
で
、
途
量
器
を
姓

と
し
淀
も
の
で
あ
っ
た
（
晋
書
生
詑
、
弐
心
還
納
毒
）
。
講
書
旬
奴
傳
に
は
、
飼
奴
隷
劇
暑
渠
の
官
が
有
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
り
、

既
に
茶
代
の
飼
奴
に
も
極
め
て
下
級
の
官
に
沮
渠
の
名
見
え
、
稽
高
級
の
官
と
し
て
は
左
大
場
渠
の
名
が
あ
っ
た
が
、

こ
の
北
涼
の
沮
渠
氏
は
壷
中
の
左
大
且
渠
の
官
で
あ
っ
た
も
の
と
思
考
さ
れ
る
。
印
ち
宋
書
懇
九
ナ
入
に

益
禦
毒
震
臨
松
漿
契
也
。
飼
弩
査
得
替
叢
書
。
蒙
肇
先
釜
職
。
菱
薬
草
島

　
且
渠
以
位
爲
氏
而
以
大
冠
之
Q

　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

と
あ
り
、
又
齋
方
等
三
＋
國
春
秋
L
（
朧
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
み
　
　

涼
沮
渠
豊
艶
、
其
先
世
玉
壷
奴
声
言
渠
、
以
官
等
氏
（
魏
書
面
様
）
と
見
え
て
居
る
こ
と
よ
り
し
て
、
彼
が
實
際
は
査
渠

氏
と
呼
下
し
て
居
た
こ
と
、
又
平
蔵
の
内
の
御
子
渠
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
で
あ
る
。
然
し
大
内
渠
の
大
は
、
宋
書
の
云

ふ
如
く
秀
族
の
酋
豪
の
稻
號
た
る
大
と
見
る
こ
と
は
、
且
渠
氏
が
飼
畜
族
た
る
以
上
甚
だ
不
稔
當
で
あ
る
か
ら
、
此
は

寧
ろ
旬
奴
官
號
左
大
座
薬
の
左
を
省
い
て
肖
ら
大
六
下
と
饗
し
、
更
に
大
が
省
か
れ
て
点
薬
氏
と
通
辮
さ
れ
た
も
の
と

槻
る
可
き
で
あ
ら
う
（
尤
も
氏
禿
の
酋
長
が
大
と
．
怪
し
、
そ
の
姓
の
上
に
大
た
冠
し
乳
こ
と
ロ
劉
淵
の
皇
后
黒
氏
（
氏
族
》
の
父
が
大
桜
干
と
費
し
カ
こ
と
や
そ
の
他
の
例
か
ら
見
て
正
し
く
、
夫
な
否
定
す
ろ
の
で
は
な
い
）
）
。

　
　
　
　
五
更
観
及
び
北
魏
に
於
け
る
七
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
七
五



　
　
　
　
五
胡
観
及
び
北
礁
搬
に
於
け
ろ
下
山
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
第
二
十
御
平
　
第
三
號
　
　
　
一
血
七
轟
ハ

　
帯
説
、
且
渠
氏
の
名
誉
登
生
は
兎
も
角
と
し
、
其
國
北
涼
は
飼
外
客
國
中
事
も
毒
薬
色
の
淡
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

然
し
其
建
國
の
中
心
と
三
つ
だ
も
の
は
言
ふ
迄
も
無
く
且
渠
氏
｝
族
の
飼
奴
で
あ
っ
た
。

舞
方
等
三
＋
國
春
塾
（
羅
）
に
よ
る
と

　
涼
沮
渠
蒙
遜
（
中
略
）
少
牧
羊
、
臥
息
田
畔

と
あ
っ
て
、
牧
羊
し
て
田
畔
に
六
花
す
る
程
の
畏
く
卑
賎
な
生
活
を
恐
し
て
居
た
こ
と
が
解
か
る
が
、
其
れ
で
も
世
々

飼
奴
左
大
型
渠
の
官
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
れ
は
地
方
名
族
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
既
に
斜
光
（
後
）
が
涼
州
地
方
（
儲
融
）

に
御
書
を
行
ふ
に
及
ん
で
は
沮
渠
羅
仇
（
蒙
遜
の
伯
父
）
を
術
書
と
し
、
沮
渠
麹
粥
を
三
河
太
守
と
し
て
援
用
し
て
居
る
。
涼
州

は
無
糖
の
一
集
窟
で
あ
っ
て
、
殊
に
呂
光
が
都
と
し
た
（
後
に
は
且
渠
氏
も
果
し
た
）
姑
藏
…
は
昔
旬
奴
が
築
い
た
城
で
あ

っ
た
位
で
あ
嘉
ら
（
王
隠
晋
書
、
噸
氾
亨
燕
書
）
、
呂
光
が
藻
に
且
渠
氏
を
重
用
し
、
嶺
護
旬
弩
郎
等
脅
し
た
・
と
も
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
當
然
の
こ
と
で
あ
一
、
又
声
点
の
票
太
守
が
飼
奴
王
と
軽
し
て
光
に
叛
し
た
・
と
（
晋
書
載
記
）
も
皆
首
肯
出
勝
・
・

と
で
あ
る
。
呂
光
が
後
に
搾
る
事
情
の
下
に
沮
渠
羅
仇
及
び
論
難
を
帯
し
て
、
沮
暴
君
に
離
れ
ら
れ
て
か
ら
忽
ち
勢
力

を
失
ひ
、
途
に
銚
興
（
後
秦
）
に
亡
ぼ
さ
れ
た
の
も
敢
て
怪
む
に
足
ら
な
い
。

　
然
ら
ば
北
涼
に
は
幾
何
の
黒
奴
族
が
喩
ま
れ
て
居
π
か
と
云
ふ
問
題
に
な
る
と
、
其
は
正
確
に
定
め
る
謬
に
行
か
な

や
が
、
前
に
述
べ
た
沮
渠
重
質
、
麹
粥
が
諒
殺
さ
れ
た
時
、
會
葬
せ
る
宗
姻
諸
部
の
み
に
て
も
萬
皆
人
に
達
心
た
（
誠
）
事

實
か
ら
見
て
相
當
の
数
に
上
っ
た
こ
と
朋
で
あ
ら
う
。
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夏
（
赫
此
人
）
は
旬
奴
海
軍
干
の
畜
生
左
聖
王
二
瀬
購
解
織
編
糠
父
）
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
（
響
）
、
正
統
な
る
屠
各

旬
奴
で
あ
・
。
義
煕
年
間
仇
池
公
楊
盛
が
粛
軍
勃
勃
（
雛
飼
奴
正
胤
」
と
上
表
し
て
居
る
群
で
あ
る
（
辮
鑛
雌
雛

驚
風
膿
曝
諾
離
挫
）
。
尤
も
赫
諸
氏
を
唱
へ
る
以
前
、
鐵
弗
氏
と
辮
せ
ら
れ
π
の
は
飼
奴
を
父
、
鮮
卑
を
母
と
し

た
も
の
を
胡
人
が
鐵
弗
と
呼
ん
だ
こ
と
よ
り
串
た
と
云
ふ
か
ら
（
魏
霧
鐵
弗
氏
傳
）
、
何
時
の
時
代
か
に
鮮
離
職
の
血
が
混
入
し
て

居
た
こ
と
は
疑
ひ
な
い
で
あ
ら
う
が
。

夏
の
縞
勃
勃
の
伯
父
務
桓
が
種
落
を
招
集
し
て
覚
ハ
璽
と
な
り
（
魏
書
鐵
弗
氏
傳
）
、
父
演
題
辰
は
後
秦
蔓
に
押
し
て
西
輩

予
（
始
め
左
賢
王
載
記
十
三
）
に
合
せ
ら
れ
、
底
方
に
雄
篠
し
、
嘗
て
墓
が
代
（
欝
血
）
姦
つ
蒔
は
其
（
代
）
皐
を
馨
し
だ
程

で
あ
っ
た
が
、
其
後
北
魏
が
勢
力
を
回
復
す
る
に
及
び
、
遽
に
後
魏
々
魂
送
の
参
篭
す
る
虚
と
な
り
、
衛
辰
始
ぬ
其
子

弟
宗
蕪
は
少
長
と
な
義
害
せ
ら
れ
て
（
魏
書
帝
紀
四
二
弗
氏
傳
）
質
地
露
華
し
（
羅
雛
）
と
一
撃
れ
る
至
っ
た
、
從
っ
て
其
第
三
子

で
あ
っ
た
勃
勃
が
後
壁
蒋
興
の
下
に
逃
れ
、
朔
方
軽
爆
及
び
衛
辰
の
部
衆
の
残
蕪
を
峯
み
て
高
李
に
翻
し
た
と
云
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　

も
（
載
記
及
魏
書
傳
）
、
前
後
爾
趙
の
滅
後
來
奔
し
豊
州
五
部
旬
奴
を
指
す
も
の
で
あ
ら
う
虞
の
五
部
胡
を
領
し
共
讐
儲
）
と
云

っ
て
も
、
爾
其
等
は
飼
奴
民
族
と
し
て
の
統
制
あ
る
團
結
を
有
っ
た
一
團
で
あ
っ
た
か
否
か
は
甚
だ
怪
し
い
め
で
あ
る
。

　
禿
髪
褥
檀
の
將
賀
連
が
．

　
勃
勃
峯
烏
含
之
衆
（
誠
）

　
　
　
　
五
胡
観
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
旬
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
一
十
巻
　
第
三
號
　
　
五
七
七
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五
胡
観
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
旬
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
七
入

と
嘲
笑
し
た
の
も
恐
ら
く
斯
様
な
事
情
を
指
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
勃
勃
自
身
は
飽
く
迄
旬
奴
の
正
統
な

る
こ
と
を
意
識
し
、
天
王
大
鷹
予
と
磨
移
し
、
旬
奴
は
直
書
氏
の
衛
と
云
ふ
言
説
に
糠
っ
て
大
夏
と
國
を
退
し
、
鐵
弗

氏
を
改
め
て
燈
下
昏
無
し
、
宗
族
の
支
覆
鐵
伐
氏
と
朝
す
・
・
と
に
し
柔
獺
翻
、
）
等
決
し
て
饗
応
の
氏
姓
を

冒
す
如
き
こ
と
な
く
、
飽
く
細
謹
奴
族
正
統
の
出
た
る
熱
熱
を
保
持
し
た
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
で
あ
ら
う
Q

　
勿
論
此
等
電
位
無
敗
の
如
く
一
轍
立
画
家
を
建
設
し
た
も
の
、
外
に
、
樹
多
数
の
飼
顧
命
部
落
は
五
胡
各
幽
霊
に
散

在
し
て
居
た
の
で
あ
っ
て
、
慕
容
糞
輔
）
の
時
に
は
飼
奴
の
輩
破
竹
頼
頭
な
る
者
部
落
墾
萬
五
千
を
卒
み
て
降
り
、
儒

は
之
を
代
郡
（
山
西
省
）
に
開
い
た
義
義
、
叉
常
時
段
蔑
難
雑
筆
が
降
り
其
の
蟹
蟷
三
千
馨
姦
（
翻
北
）

に
移
逸
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
己
雪
“
）
。
前
業
嚇
）
に
於
て
も
蓮
華
工
臨
衆
数
千
を
警
め
大
軍
干
と
諭
し
て
郡
縣
を
竃
掠
し

た
の
で
蒜
堅
の
家
隷
莞
が
之
を
討
養
し
た
件
、
「
飼
奴
右
賢
王
曹
鍛
が
叛
し
た
の
を
討
降
し
其
酋
豪
六
千
徐
戸
を
長
安
に

画
し
た
件
等
が
見
ら
れ
る
。
元
旦
蒋
堅
は
征
服
し
た
異
民
族
を
中
央
に
移
嫁
し
、
自
民
族
を
四
邊
の
固
め
に
分
駐
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
策
を
採
っ
た
爲
、
其
京
師
長
安
は
鮮
卑
発
朔
宴
楽
林
の
如
し
と
云
は
れ
た
程
で
、
恐
ら
く
飼
奴
族
も
多
数
居
住
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ

居
た
も
の
と
考
へ
ら
る
。
又
今
掲
げ
た
飼
奴
頭
賢
王
曹
穀
の
死
後
は
戴
城
（
陳
西
省
）
以
西
二
萬
徐
々
を
長
子
璽
に
封
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酪
川
侯
と
全
し
、
武
城
以
東
二
萬
除
落
を
以
て
李
寅
に
封
じ
て
力
走
侯
に
射
じ
，
以
後
東
西
曹
と
令
し
た
（
曳
己
二
朗
蒔
）
と
あ

る
か
ら
、
飼
奴
王
氏
は
粗
々
の
豪
族
で
あ
っ
た
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
後
事
々
の
時
戴
単
軸
曹
寅
王
達
が
馬
三
千
匹
を
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献
じ
た
の
で
寅
を
鎭
北
将
軍
丼
州
刺
史
に
、
達
を
金
城
太
守
と
し
た
（
同
上
）
と
あ
る
曹
寅
は
東
灘
で
あ
っ
π
籍
違
？
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ

又
挑
泓
の
時
戴
城
胡
数
萬
落
が
叛
し
、
飼
奴
暫
弘
を
大
蔵
チ
に
推
し
、
飼
奴
墾
に
無
し
て
所
在
を
窺
節
し
た
が
、
後
門

総
に
破
ら
れ
、
豪
右
萬
五
千
落
が
雍
州
に
徒
さ
れ
た
（
胴
）
の
は
恐
ら
一
東
西
曹
の
何
れ
か
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ゆ

其
他
、
旬
奴
中
で
も
特
に
屠
各
種
の
活
躍
は
實
に
各
所
に
見
ら
れ
る
。
慕
容
農
が
列
入
（
河
北
省
毒
虫
縣
）
に
奔
っ
て
屠
落
下
聰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　

卜
下
張
延
李
臼
郭
超
等
各
々
部
衆
五
千
を
卒
み
た
る
に
援
け
ら
れ
た
こ
と
、
屠
各
謙
遜
張
乱
世
等
が
蒋
纂
に
附
し
て
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

翁
翼
た
り
し
・
と
、
姓
蔓
が
蒋
堅
を
捕
へ
た
後
天
水
（
什
庶
子
天
水
縣
）
屠
各
略
三
論
の
讐
巌
じ
た
も
の
二
萬
玉
戸
に
達
し
淀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ゆ

こ
と
、
禿
髪
傅
檀
が
三
百
言
論
の
百
姓
を
姑
藏
城
内
に
入
れ
た
爲
國
中
騒
擾
し
た
に
乗
じ
て
白
豆
認
識
兜
が
其
薦
を
率

み
て
叛
を
謀
っ
た
・
妻
繊
）
枚
轡
逗
が
鉦
墓
で
あ
・
。
　
　
　
　
　
　
　
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
五
観
働
時
の
匂
奴
交
化

　
五
胡
働
の
惨
鍋
は
決
し
て
北
支
那
居
住
の
虚
業
が
突
如
大
膨
脹
を
來
し
た
爲
に
登
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。
其
原
因

は
勿
論
種
々
な
る
方
面
に
存
し
た
が
、
砂
く
と
も
彼
蝶
螢
族
が
漢
民
族
（
晋
朝
）
の
綱
紀
零
点
競
落
虐
政
無
統
制
等
あ
ら
ゆ

る
悪
徳
に
よ
っ
て
、
極
度
に
躁
思
様
趣
せ
ら
れ
た
が
爲
に
激
登
せ
ら
れ
、
漠
民
族
が
異
民
族
特
に
そ
の
文
化
を
蔑
親
し

悪
徳
硯
す
る
随
固
な
る
畠
負
心
奪
の
民
族
性
¢
依
っ
て
其
惨
害
を
自
ら
倍
加
し
た
も
の
と
言
ひ
得
る
。

　
西
晋
末
に
於
け
る
塞
北
地
方
の
荒
磨
は
當
時
の
井
州
刺
史
劉
翼
の
上
表
の
み
に
よ
っ
て
も
容
易
に
想
像
鶏
慮
る
。
地

方
官
の
腐
敗
、
政
府
の
内
紛
に
よ
っ
て
如
何
に
蟹
民
が
囲
ん
だ
こ
と
か
。
後
趙
の
始
顧
石
器
の
如
き
一
小
器
の
家
に
生

　
　
　
　
五
胡
線
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
甲
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
三
號
　
　
五
七
九



　
　
　
　
五
胡
蹴
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
衝
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
入
○

れ
乍
ら
晋
の
首
都
洛
陽
に
行
縢
し
、
食
を
求
め
て
流
浪
し
、
途
に
晋
の
昇
管
轄
吏
司
馬
騰
の
奴
隷
狩
り
に
捕
へ
ら
れ
て

漠
人
の
家
に
奴
隷
に
責
ら
れ
て
苦
役
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
井
州
刺
史
司
馬
騰
は
肖
己
の
野
心
並
行
の
爲
の
軍
資
調

達
に
寓
束
の
群
胡
を
大
量
に
狩
り
立
て
捕
縛
し
（
蠣
鍮
舷
透
編
豪
し
だ
の
で
あ
る
。

　
か
、
る
漢
入
の
暴
虐
下
に
彼
等
蟹
民
の
齊
し
く
望
む
も
の
が
古
駅
奴
輩
子
の
光
輝
あ
る
政
治
で
あ
っ
た
と
し
て
も
何

の
不
思
議
も
無
い
。
旬
奴
左
賢
聖
劉
宣
が
晋
の
無
湛
と
族
民
衰
微
の
現
歌
、
古
軍
干
偉
業
の
恢
興
を
論
じ
た
こ
と
は
第

二
章
に
述
べ
た
庭
で
あ
る
。
其
氣
運
に
乗
じ
て
前
趙
劉
曜
は
大
軍
子
を
自
溢
し
て
越
ち
、
諸
富
響
に
癒
じ
て
馳
せ
墾
じ

た
の
で
あ
る
。
劉
、
石
、
沮
渠
．
赫
親
等
の
掌
記
族
の
み
で
は
な
い
、
繋
累
鮮
欝
欝
ゆ
る
螢
族
國
家
の
支
配
者
は
、
否

再
関
鵜
蹟
の
如
き
漢
人
迄
が
大
輩
干
の
號
を
必
須
と
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
右
書
官
制
は
魏
晋
以
來
総
て
の
北
方
民
族
に
模
倣
採
用
さ
れ
た
。
鮮
卑
底
美
は
會
長
を
元
來
大
人
叉
は
軍
に
大
と
膳

し
た
が
少
し
く
開
化
す
れ
ば
何
れ
も
飼
奴
に
倣
ひ
輩
子
を
辮
し
、
左
右
賢
王
以
下
の
官
y
を
整
．
へ
た
。
五
胡
働
に
於
て
も

諸
族
潜
主
は
漢
族
統
治
の
爲
王
皇
帝
を
点
し
π
が
、
労
大
難
予
の
號
を
堅
持
し
て
居
た
。
然
ら
ざ
れ
ば
太
子
を
し
て
大

証
子
と
霧
せ
し
め
淀
。
其
は
諸
諸
事
訳
を
統
治
す
る
の
に
絶
醤
不
可
訣
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
距
下
に
は
矢
張
り

飼
奴
の
野
津
た
る
左
右
賢
王
以
下
の
官
職
に
任
じ
た
こ
と
は
六
畜
に
認
め
ら
れ
て
一
々
禦
げ
る
泡
も
な
い
。
此
の
事
は

飼
奴
の
文
化
が
北
方
諸
攣
の
総
て
に
浸
み
込
ん
で
居
た
一
つ
の
謹
糠
で
あ
る
。

劉
淵
は
始
め
大
軍
干
に
推
さ
れ
漢
王
の
位
に
帥
い
た
が
、
帝
位
を
践
む
に
及
ん
で
大
垂
垂
聰
（
魏
趨
鮪
蹉
鶴



響
に
斐
李
陽
（
寓
西
省
臨
扮
縣
）
蝦
郵
を
無
い
淀
・
畢
豪
は
諸
非
礼
鶴
ち
所
謂
六
夷
を
統
凝
す
・
中
央
官
肇
あ

る
。
從
っ
て
其
の
演
戯
も
総
て
心
血
底
莞
の
如
き
底
心
で
あ
っ
た
の
は
當
然
で
あ
っ
て
、
劉
曜
が
趙
帝
と
な
っ
て
・
太
子

胤
を
大
藩
干
塾
し
た
時
は
軍
干
藁
を
溜
塾
徽
西
）
に
移
し
た
が
、
左
右
賢
王
以
下
深
遠
鵜
鮮
卑
底
秀
の
豪
傑
を
以
て
充

し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
其
時
漢
陽
の
諸
郡
十
三
を
以
て
其
國
と
し
て
大
軍
干
の
統
治
に
委
し
た
と
あ
り
．
心
後
趙
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ソ

弘
が
石
虎
を
大
箪
干
に
面
し
た
時
も
篤
農
等
十
三
郡
を
以
て
國
と
し
て
統
治
を
委
し
た
と
あ
る
か
ら
、
其
軍
チ
壼
下
の

國
」
に
は
蕩
奴
的
（
乃
釜
諸
鐙
夷
的
）
行
業
施
誓
れ
た
と
見
奇
き
で
あ
・
。
而
し
て
大
鷲
を
忠
と
す
・
畢
毫
治
下

　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ゆ
　
あ
　
を
　
　

の
「
國
」
の
外
、
全
領
土
内
の
組
重
部
落
を
統
治
す
る
爲
に
は
皇
帝
直
属
の
軍
干
左
右
輔
な
る
も
の
が
あ
っ
た
如
く
、
劉

聰
は
畢
左
右
楽
し
て
堂
ハ
李
萬
嘉
餓
講
肇
響
簿
雛
響
鍛
）
呈
た
ら
し
め
、
萬
蓬
働

ぽ
　
　
　
　

一
都
尉
を
置
い
た
と
見
え
て
居
る
。

　
石
蚤
は
「
大
軍
干
を
以
て
百
攣
を
撫
せ
よ
」
と
の
群
臣
の
上
古
に
從
っ
て
大
軍
干
趙
王
と
な
っ
た
が
、
後
大
軍
干
を
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
の

弘
に
曲
球
、
金
子
石
倉
を
ば
輩
子
元
素
と
し
た
。
軍
予
元
輔
と
は
恐
ら
く
軍
子
左
右
輔
の
上
に
立
つ
も
の
か
、
或
は
其

左
右
輔
を
合
併
し
淀
も
の
で
あ
ら
う
。
石
虎
が
後
に
大
軍
子
に
笄
さ
れ
「
國
し
を
澄
し
面
こ
と
は
既
に
述
べ
陀
通
り
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
　
　
む

　
石
工
は
支
雄
玉
壷
を
領
門
馬
祭
酒
と
し
て
胡
人
の
僻
訟
を
專
面
せ
し
め
、
張
離
等
を
以
て
門
生
本
書
と
し
て
、
胡
人

の
鵠
内
を
千
夜
せ
し
め
た
の
は
、
其
行
政
事
務
を
分
掌
せ
し
め
た
も
の
で
、
行
政
の
中
櫃
は
矢
張
り
軍
子
左
右
輔
叉
は

　
　
　
　
五
胡
観
及
び
北
魏
に
於
け
る
歩
軍
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
第
三
號
　
五
入
｝



　
　
　
　
　
五
胡
観
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
飼
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
轡
　
第
三
號
　
　
五
八
ご

元
輔
に
在
っ
た
こ
と
疑
な
い
。

　
彼
等
は
漢
入
に
謝
し
王
或
は
皇
帝
と
し
て
魏
歌
風
の
百
官
を
任
叙
し
州
郡
制
度
を
施
行
し
た
が
、
　
一
方
に
は
會
長
統

拳
の
諸
胡
部
馨
を
掲
象
と
す
る
特
別
の
蔑
を
行
っ
た
（
匂
奴
國
家
の
み
で
な
く
、
幕
三
二
（
鮮
卑
）
の
如
き
も
州
郡
と
輩
予
入
部
と
別
れ
て
ゐ
六
）
の
は
、
宇
國
民
中
の

漢
攣
魁
會
狡
展
の
著
し
い
差
異
と
習
俗
の
相
違
よ
り
來
元
る
必
然
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
服
装
望
し
た
庭
で
、
喩
蹄
頭
淘
記
（
朧
）
に
は
晋
代
の
事
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
　
　
ゆ

　
西
河
無
獄
桑
、
婦
女
著
繋
留
、
裕
上
擁
細
布
裳
、
且
爲
戎
秋
性
、
署
紫
纈
儒
襖
、
以
外
國
異
色
錦
．
爲
壷
掘

と
あ
り
、
西
河
美
事
地
方
を
根
糠
と
し
た
南
旬
奴
等
は
、
大
綬
か
、
る
非
漢
風
の
服
装
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
外
國

異
義
と
は
恐
ら
茜
異
議
よ
垂
早
急
の
・
・
と
で
あ
、
一
・
、
西
域
方
書
鑑
あ
っ
た
・
と
撲
趙
石
氏
の
爾

尊
禦
し
実
意
佛
圓
澄
が
弟
子
を
西
域
に
遣
は
し
て
香
を
購
は
し
め
て
居
た
・
と
で
も
解
る
（
騨
剖
喉
）
。
そ
　
で
？
と

．
も
旬
奴
は
古
く
西
域
一
腱
を
雁
服
し
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
古
か
ら
其
風
俗
習
慣
に
西
域
諸
國
の
文
化
が
吸
牧
さ
れ

て
居
た
で
あ
ら
う
事
は
疑
な
い
。
今
述
べ
た
僧
事
圓
澄
も
天
竺
人
と
傳
へ
ら
れ
て
居
る
が
、
其
言
動
は
純
正
の
佛
激
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

な
臼
祭
・
と
・
を
誰
で
あ
・
（
恐
ら
く
釈
教
風
の
思
想
の
混
入
し
れ
礼
讃
で
あ
ら
う
）
・
衡
が
叛
し
た
の
を
謡
扇
鋤
士
…
二
千
人
が
集
合
し

　
　
の
　
の

た
胡
天
と
は
此
の
露
天
紳
を
祭
っ
た
就
の
境
内
に
相
違
な
い
、
惰
書
禮
糠
南
に
は
後
周
欲
招
來
西
域
又
有
笄
胡
天
底
と

明
か
に
胡
天
皇
を
胡
天
と
賂
道
心
て
居
る
例
が
あ
る
の
で
あ
る
。
又
一
時
関
に
降
っ
た
が
臆
て
ま
た
石
墨
に
七
つ
た
と

　
　
　
　
　
わ
　
　
　
お

云
ふ
降
壇
粟
特
康
は
明
か
に
ソ
グ
ド
人
に
し
て
趙
に
來
住
し
て
居
た
者
で
、
こ
れ
等
に
依
っ
て
も
大
い
に
西
域
文
化
が



輸
入
さ
れ
て
居
た
に
違
ひ
な
い
。

　
又
史
記
漢
書
等
に
見
ゆ
る
古
旬
奴
の
習
俗
が
幾
分
で
も
残
存
し
て
居
た
と
す
れ
ば
、
婚
事
相
績
等
の
上
に
於
て
も
、

留
学
馨
れ
羅
の
性
質
の
萎
有
し
て
居
た
に
相
違
あ
・
ま
い
（
縞
伽
隅
露
量
離
心
掬
無
難
熱

　
　
　
　
り
　
り

翻
舗
蔀
癖
）
。

　
故
に
漢
文
化
愛
好
の
溜
主
の
時
は
兎
も
角
、
然
ら
ざ
る
潜
主
に
煮
て
は
、
膚
己
の
習
俗
行
動
に
越
し
、
　
一
々
漢
人
冠

族
が
非
難
蔑
視
し
た
・
と
は
我
慢
の
な
ら
畢
で
あ
っ
た
に
相
発
一
、
例
へ
ば
前
提
劉
聰
（
彼
ば
支
那
史
乗
で
暴
悪
雪
主
の
標
本
と
な
っ
て
み
る
）
が
漢

入
劉
般
の
女
を
婁
ら
ん
と
し
た
時
、
漢
入
大
官
連
は
同
姓
堂
廊
と
云
ふ
漢
族
の
遣
徳
を
以
て
猛
烈
に
非
難
し
た
（
綴
灘
撤

撫捌

Q
雌
翻
甑
協
灘
噸
欄
畷
喫
一
族
）
が
、
斯
襟
な
形
式
的
の
事
は
飼
奴
劉
聰
に
は
不
可
解
の
事
、
堪
へ
ら
れ
庶
事
で
あ
っ
て
、

其
薩
に
・
紛
擾
惨
爾
が
生
じ
た
繹
な
の
で
あ
る
。

　
漢
文
明
を
唯
一
無
上
の
も
の
と
信
ず
る
漠
入
は
斯
楼
の
事
を
暴
虐
悪
政
と
し
、
史
乗
を
．
異
族
君
主
の
非
難
に
充
た
し

た
が
、
多
く
の
蛮
民
に
取
っ
て
は
必
ず
し
も
斯
標
に
は
映
ら
な
か
つ
π
。
漢
人
再
閥
が
君
主
石
氏
を
虐
殺
し
國
を
奪
つ

だ
時
、
胡
夷
の
関
に
從
ふ
も
の
全
く
無
く
、
悉
く
閏
に
叛
し
た
の
も
、
r
胡
夷
は
錫
主
導
氏
の
政
治
を
悪
政
と
は
考
へ
な

か
っ
た
謹
で
あ
る
。
関
は
胡
夷
が
己
に
從
は
ざ
る
を
知
る
や
、
途
に
数
十
萬
の
蟹
民
を
虐
殺
し
た
○
此
の
時
胡
人
に
似

　
　
　
（
註
〉

π
る
容
貌
の
督
人
の
誤
殺
さ
れ
た
も
の
も
極
め
て
多
か
っ
た
と
云
ふ
。
斯
か
る
大
虐
殺
を
一
時
に
敢
行
し
た
の
は
五
胡

の
何
れ
も
す
ら
が
敢
て
せ
澱
暴
行
で
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
関
は
一
時
虚
血
の
時
に
勝
る
繁
盛
を
示
し
た
け
れ

　
　
　
　
五
胡
観
及
び
北
魏
に
聾
す
る
劒
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
入
三
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五
胡
鑑
及
び
北
畑
起
於
け
る
甲
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
八
四

ど
も
、
胡
夷
の
麟
服
す
る
も
の
途
に
皆
無
で
、
結
局
鮮
卑
族
薄
煙
氏
の
爲
に
繋
滅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
要
之
、
支
那
史
乗
は
飼
奴
族
君
主
の
二
三
が
雑
史
化
を
愛
好
し
、
漢
化
政
策
を
探
っ
た
こ
と
に
の
み
賞
讃
を
輿
へ
、

然
ら
ざ
る
者
に
帯
し
て
は
一
途
に
無
知
猛
悪
の
野
螢
な
る
暴
説
と
し
て
記
述
し
て
居
る
け
れ
ど
略
噂
其
等
の
所
謂
暴
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
み
　
ゆ
　
　
　
き
　
わ

も
受
人
に
乱
し
て
こ
そ
暴
主
と
窺
す
れ
、
r
低
劣
で
は
あ
っ
た
が
同
系
統
の
文
化
を
有
し
た
胡
朔
無
三
雲
卑
に
取
っ
て
は

必
ず
し
も
暴
虐
と
認
め
難
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
充
分
推
察
し
得
る
謬
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

前
に
述
べ
た
響
町
双
魚
の
重
要
、
そ
の
普
及
の
事
實
、
或
又
例
へ
ば
乞
伏
司
馬
（
鮮
臨
監
乞
伏
叢
叢
の
爪
先
）
が
「
吾
將
発
呼
韓
邪
之
計

実
」
と
繕
し
て
符
堅
に
降
り
、
堅
之
畜
輩
予
に
署
し
た
如
き
（
興
趣
邪
に
年
強
の
軍
略
、
漢
に
降
っ
て
衛
百
子
と
な
る
）
、
叉
後
魏
末
に
至
っ
て
も
魏
の

懐
朔
籍
楊
欝
欝
勒
族
の
會
長
齢
律
金
を
篁
と
し
て
重
用
し
た
が
、
其
の
金
は
よ
春
兵
に
旬
経
（
縞
購
凶
⑭

嘘
讃
暉
暴
騰
錘
該
難
麟
誕
綱
霧
）
を
用
ひ
、
敵
の
遽
近
多
少
を
知
っ
た
（
北
齊
書
）
と
言
ふ
、
當
時
斯
か
岳
、
北

民
族
が
な
ほ
飼
奴
法
と
製
す
る
も
の
（
至
愚
繋
金
議
叢
彊
麺
を
傳
聾
し
て
居
た
事
の
如
き
は
、
共
に
西
、
北
民

族
中
に
於
て
劒
奴
な
る
も
の
が
鯨
敬
に
儂
す
る
存
在
で
あ
う
、
其
歴
史
、
交
化
に
就
て
彼
等
の
關
心
を
惹
く
に
足
る
も

の
が
有
っ
た
こ
と
を
示
す
｝
つ
の
労
謹
で
は
あ
る
ま
い
か
Q

　
勿
論
當
時
の
飼
奴
文
化
を
絶
す
る
に
は
秦
漢
以
來
の
そ
れ
よ
り
論
ぜ
ね
ば
な
ら
す
、
且
同
じ
飼
．
奴
で
も
両
趙
と
脇
遅
艮

で
は
経
濟
的
灘
會
構
成
の
上
か
ら
も
全
く
前
庭
あ
う
、
更
に
各
國
内
に
散
在
せ
る
飼
奴
に
至
っ
て
は
講
論
千
差
萬
別
で

　
　
　
　
り
　
　
め
　
　
ウ

（
議
講
鵜
雛
鱗
難
登
到
底
同
日
に
談
寄
一
な
い
か
ら
、
華
は
（
職
雑
群
議
護
肇
穫
等
の
固
有

（　130　）



の
餐
俗
騰
疫
の
残
存
の
あ
っ
た
こ
乏
を
摘
出
し
て
兇
た
ま
で
で
あ
る
ハ
、

　
石
瀬
W
が
胡
な
る
名
説
｝
を
叩
石
み
、
胡
を
唱
［
へ
る
こ
と
を
帯
く
埜
胡
止
し
た
の
は
、
融
臨
時
胡
は
西
域
イ
ラ
ン
稀
一
人
を
箆
佃
す
二

方
、
総
て
の
北
方
西
方
の
民
族
に
署
し
て
野
攣
入
を
意
書
す
る
輕
蔑
素
馨
爾
と
し
て
漢
人
が
用
ゆ
る
傾
向
が
あ
っ
た
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ

で
あ
っ
て
、
彼
が
飼
奴
族
た
る
其
事
を
恥
ぢ
た
爲
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。
彼
は
却
っ
て
己
の
種
族
の
者
を
國
人
と
碧
し

て
漢
人
種
と
匿
別
し
て
居
り
、
己
の
種
族
を
以
て
眞
の
無
爵
た
る
こ
と
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　
　
り
　
む
　
ゆ

　
謡
　
櫛
萱
所
引
掌
頻
詔
書
に
肥
壷
時
様
糞
賓
服
・
…
：
聲
人
爲
之
題
琶
、
謂
胡
入
（
曲
ば
明
か
に
西
城
棚
入
）
爲
側
溝
、
東
夷
廣
耐
陶
額
、
北
狭
爲
匡
㈱
莇
、

　
　
　
衛
螢
爲
腫
蹄
、
方
方
以
類
同
一
と
あ
り
、
又
翠
行
本
十
六
國
春
秋
に
宣
（
石
製
太
子
）
子
兄
弟
中
最
胡
無
、
属
深
と
あ
る
他
、
彼
等
が
漢
人
と
異
る
容

　
　
　
貌
で
あ
っ
表
例
諜
が
多
い
。
尤
も
日
常
彼
等
ば
何
語
ん
磨
用
し
乗
も
の
か
、
牝
勝
北
魏
に
於
て
ば
少
く
と
も
軍
隊
語
と
し
て
口
鮮
卑
講
が
多
く
用
ひ

　
　
　
ら
れ
力
二
と
明
豊
あ
る
に
不
掬
、
却
り
て
玉
胡
鼠
時
代
の
彼
霧
島
奴
が
果
し
て
古
海
の
鉤
奴
諮
鎚
持
芸
し
慣
用
し
て
居
曲
か
二
叉
何
謂
か
用
ひ
た
か

　
　
　
か
明
瞭
に
す
べ
毒
・
何
弊
の
例
訟
購
か
、
漁
彼
見
し
得
な
い
の
で
あ
る
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
後
魏
時
代
の
飼
奴
、

後
門
は
鮮
卑
拓
蹟
葉
鍛
璽
）
前
垂
滅
亡
暴
b
て
難
、
初
め
代
と
青
し
盛
樂
に
恐
し
、
後
難
に
遷
り
、
閉
元
帝

宋
の
地
を
奪
ひ
、
大
武
三
岳
秦
面
罵
壁
心
涼
を
滅
し
て
、
途
に
江
北
一
統
の
大
帝
國
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其

頷
内
に
は
從
來
江
北
各
地
に
割
寄
し
て
居
た
胡
搬
が
全
く
包
容
せ
ら
れ
る
こ
と
、
な
ゲ
、
殉
愚
論
民
も
亦
其
れ
と
同
門

の
蓮
命
と
な
つ
セ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

道
武
帝
天
興
年
間
に
は
鄭
城
屠
各
董
莞
其
種
族
を
率
み
て
内
附
し
（
欄
繍
）
、
書
置
辰
（
鞠
襟
礎
鋤
）
の
子
瀬
頭
降
附
、
魏
帝

　
　
　
　
　
五
胡
胤
及
び
北
魏
に
於
け
る
絢
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
＋
巷
笙
　
甕
　
五
八
五
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五
胡
餓
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
甲
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ニ
ナ
巻
　
第
三
號
　
　
五
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ

宗
女
を
以
て
慨
し
姓
宿
氏
を
賜
は
り
（
馳
）
、
明
元
太
武
帝
時
代
に
は
紫
紺
屠
各
の
名
張
文
興
等
内
属
、
河
西
屠
各
の
帥

莫
虎
の
内
梁
、
上
番
駿
霧
の
難
盧
、
欝
震
聖
識
の
内
附
が
見
え
て
居
轟
縮
）
。
芳
欝
戦

勢
概
（
齢
周
）
、
簿
男
擦
の
観
（
灘
兀
）
、
上
告
（
灘
）
難
王
飛
廉
の
叛
働
（
灘
羅
）
、
沮
萎
周
の
概
、
李
涼

（汁

j
休
載
金
涯
の
叛
働
（
嗣
罐
）
其
他
が
見
え
、
文
成
帝
の
時
に
は
朧
西
（
儲
磁
）
背
競
王
景
文
の
（
澗
難
解
蜘
）
、
献
文
帝
の
時

に
は
趙
郡
屠
各
の
（
選
、
孝
之
帝
の
代
に
縫
州
（
愚
臣
）
屠
各
陳
膿
の
（
灘
）
、
孝
明
帝
の
時
纂
州
（
思
妻
屠
各
王
法
智

の
（
同
元
麗
傳
）
叛
翫
が
あ
っ
た
が
、
何
れ
も
討
尊
さ
れ
て
居
る
。

又
夏
の
降
伏
後
、
赫
連
昌
は
魏
の
京
興
辮
）
に
至
り
西
宮
門
内
に
上
し
始
審
主
無
し
塗
と
爲
つ
た
が
、
後
謀
叛

に
坐
し
て
謙
せ
ら
れ
、
暫
定
は
挙
涼
に
奔
っ
た
が
、
紳
螺
四
年
檎
へ
ら
れ
京
師
に
撃
て
替
伏
し
た
（
引
書
鐵
一
刀
傳
）
が
、
然
し

其
宗
族
は
先
に
降
っ
た
劉
交
陳
（
易
生
旦
女
宿
氏
）
も
め
り
、
叉
勃
勃
の
女
は
太
武
帝
の
皇
后
と
爲
っ
て
居
り
（
麟
離
徽
）
多
く
の
も
の

は
準
和
に
後
学
の
臣
下
と
し
て
生
活
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
赫
連
子
悦
な
る
も
の
は
勃
勃
の
後
で
あ
・
る
が
、
魏
永

安
年
間
軍
功
を
以
て
人
蔭
別
駕
と
爲
一
、
北
齊
の
太
帝
卿
と
爲
っ
て
居
（
北
齊
書
）
、
赫
連
達
も
同
セ
勃
勃
の
後
で
、
幾
組

父
は
杜
氏
と
改
姓
し
π
が
物
周
の
武
帝
に
重
用
せ
ら
れ
叙
し
て
赫
連
氏
を
貢
し
め
ら
れ
た
こ
と
（
北
二
幅
）
、
又
蔦
葛
束
李

王
臣
誘
の
母
が
四
望
氏
で
あ
っ
た
こ
と
（
魏
書
陸
誘
傳
）
な
ど
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
。
沮
高
腰
は
稽
異
う
、
沮
渠
牧
糎
降
伏
し

て
三
萬
除
家
と
共
に
京
師
に
徒
さ
れ
た
が
河
西
王
は
盤
の
如
く
、
更
に
征
西
大
志
軍
を
授
け
ら
れ
た
。
然
し
其
後
沮
渠

氏
の
子
女
に
左
道
の
疑
あ
り
、
昭
儀
沮
渠
氏
（
牧
健
の
嫁
、
太
武
帝
右
昭
儀
）
は
死
を
畢
、
其
宗
族
は
諒
せ
ら
れ
、
績
い
て
牧
腱
も
萬

（　13L）　）



年
も
，
租
も
謀
反
の
罪
に
坐
し
て
死
を
受
け
た
爲
に
、
其
宗
族
子
孫
は
以
後
魏
朝
に
於
て
見
る
可
き
も
の
無
く
、
嘗
て
献

文
帝
が
牧
腱
の
女
を
武
威
公
主
に
封
じ
高
潜
に
妻
は
せ
、
母
子
崇
を
し
て
沮
渠
氏
を
縫
が
し
め
た
が
、
景
明
中
再
び
高

氏
に
復
す
る
こ
と
願
ひ
許
さ
れ
て
居
る
位
で
あ
る
（
阿
上
高
崇
傳
）
。

　
此
等
は
信
連
沮
渠
笹
島
の
宗
族
の
こ
と
で
、
其
部
民
叉
其
他
各
地
の
飼
奴
族
二
等
は
各
地
に
移
徒
せ
ら
れ
て
編
民
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ゆ
　
　
　
ザ
　
み
　
　
タ
　
　
お
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゆ
　
　
　
サ
　
　
ロ
　
お
　
　
み
　
　
お
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
き

な
っ
た
と
思
は
れ
る
。
叢
濃
帝
は
夙
に
部
落
を
散
じ
て
故
族
民
と
故
酋
長
電
の
交
蓮
を
嚴
落
し
、
普
遮
の
州
郡
政
治
を

品
行
し
（
魏
書
官
氏
志
及
二
選
州
府
）
、
其
後
も
地
方
官
は
避
民
を
糞
に
編
入
し
β
籍
を
作
る
の
に
努
力
し
、
例
へ
ば
太
武
帝
は
虜
胡
を

降
し
て
李
民
と
な
し
、
総
量
屠
郁
原
の
叛
を
李
げ
て
其
族
民
を
霊
堂
の
北
に
徒
し
て
新
に
李
原
郡
を
立
て
、
又
文
成
帝
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

荒
城
鎭
將
尉
馨
肉
婁
千
鹿
家
屠
各
盧
水
胡
八
百
除
落
を
慰
和
し
、
蕃
民
と
爲
せ
る
を
賞
し
（
同
芝
蘭
傳
）
、
孝
荘
帝
亦
門

地
太
守
劉
藻
諸
莞
を
撫
和
し
簿
籍
を
作
り
賦
税
を
股
め
得
し
を
嘉
み
し
た
（
同
劉
…
三
法
）
等
数
々
の
事
例
が
あ
り
、
飼
奴
族
民

養
魏
内
地
離
せ
・
も
の
は
次
第
に
普
通
の
州
郡
民
（
編
戸
）
と
化
し
、
邊
境
に
隼
・
も
の
は
灘
都
將
（
編
の
密

下
の
鎭
民
と
爲
っ
て
永
く
績
い
た
も
の
と
思
は
れ
る
Q
永
安
三
年
六
月
戊
午
心
し
て

　
胡
民
親
属
受
欝
於
朝
者
、
瀦
附
編
民

と
あ
っ
た
の
は
、
其
等
攣
民
中
の
部
酋
株
の
早
馬
に
蔵
し
て
欝
を
取
上
げ
、
全
部
編
民
（
民
）
と
し
て
了
つ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ら
う
Q

　
却
説
、
斯
く
し
て
内
地
に
嘗
て
愚
民
と
爲
つ
た
群
群
族
縁
は
次
第
に
他
の
諸
璽
民
と
共
に
漢
族
と
融
合
し
普
蓮
の
北

　
　
　
　
五
胡
胤
及
び
北
魏
に
於
け
る
飼
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
入
七

（　Z33　）



　
　
　
　
王
胡
弓
友
び
北
魏
に
於
け
ろ
飼
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
三
號
　
　
五
入
八

支
那
人
と
化
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
唯
鎭
民
と
し
て
邊
地
に
置
か
れ
π
も
の
の
み
は
術
永
く
旬
奴
族
乏
し
て
の
意
識
を

瀕
し
た
ら
し
く
、
北
魏
末
朝
廷
の
威
衰
ふ
る
や
再
び
其
等
の
皆
無
叛
働
を
見
、
途
に
北
魏
滅
亡
の
一
昏
倒
と
爲
つ
た

の
で
あ
る
。
先
づ
尭
五
奮
は
高
鑑
人
天
孫
赫
慧
の
叛
が
超
つ
た
が
（
踊
）
、
諸
鎭
叛
織
の
憂
沃
野
鎭
民
心
思

量
抜
陵
も
實
に
飼
奴
南
軍
器
の
膏
右
心
馬
爪
潜
六
婁
の
子
孫
に
属
す
る
の
で
あ
っ
窪
。
破
落
汗
氏
が
旬
重
な
る
こ
と
は

魏
牧
が

　
破
六
百
、
軍
チ
之
苗
爵
也
。
初
呼
斬
髪
入
朝
於
漢
、
爲
魏
武
鎌
髭
。
遣
其
叔
父
右
二
王
巌
頭
、
二
番
門
戸
。
．
魏
氏
方

　
餓
ハ
、
峯
部
粛
田
麟
四
〇
去
卑
遣
・
弟
右
単
費
王
濡
志
一
癖
ハ
帥
軍
北
御
軍
、
軍
敗
○
奨
「
及
五
子
倶
没
於
魏
褐
○
茸
ハ
子
孫
…
逐
…
以
播
山
ハ
国
英
爲

氏
、
後
人
嚢
三
三
森
蚤
馨
汗
　
　
　
　
　
　
　
　
陶

と
説
明
し
．
北
齊
書
に
も
北
齊
の
李
陽
公
太
保
と
な
っ
た
破
六
韓
常
に
饗
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

匂
奴
輩
子
之
驚
也
、
右
谷
釜
王
濡
六
蘂
没
於
魏
、
其
子
孫
早
書
六
奨
爲
氏
、
後
人
説
誤
、
以
爲
無
碍
韓
、
世
領
部
落
、

　
其
父
孔
雀
峯
部
下
一
萬
人
、
降
於
爾
朱
榮

と
彼
が
飼
奴
の
可
成
り
の
大
部
落
の
一
倉
長
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
み
る
こ
と
に
依
っ
て
も
解
か
る
。

其
他
．
御
話
大
統
の
初
年
に
於
て
も
、
な
ほ
朧
西
馨
種
の
叛
禦
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
北
周
書
王
子
政
傳
）
。

以
よ
に
於
て
五
胡
観
及
び
後
魏
時
代
の
旬
奴
の
歌
態
に
就
て
其
大
罷
を
説
痛
し
得
九
と
思
ふ
。
但
し
當
時
断
頭
出
子
歩
落
栄
爵
の
名
を



以
て
史
上
に
見
ゆ
る
も
の
も
勾
奴
族
た
る
疑
極
め
て
濃
厚
で
あ
り
，
叉
構
文
氏
に
就
て
も
考
察
の
像
心
あ
る
も
今
遽
か
に
此
等
に
就
て

断
定
す
る
こ
と
は
や
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庸
7
6
）

（135）

瓢

五
胡
観
及
び
北
魏
に
於
け
ろ
飼
奴

第
二
十
巷
　
第
三
號
　
　
五
八
九


